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■気をつけて！ちょっとした不注意にご用心！■■■■■■■ 

高齢者は、ケガをすると重症になりやすい傾向があり、家庭内での事故にも注意が必要です。特に寒

くなるにつれ、湯たんぽやカイロの長時間使用により、重いやけどを伴う事故が増加します。 

 

湯たんぽを使用するときは、布団が温まったら取り出して就寝するようにしましょう。カイロは就寝時に

は使用せず、長時間使うときは、１時間に１回程度、肌の状態を確認するようにし、肌の変色や痛みがあ

れば、すぐに専門医を受診してください。このような高齢者のやけど事故を防ぐには本人の自覚だけでは

なく家族や介護者、周囲の人が注意を払うことが大切です。 

 

また、「まだ使えるから」と使い続けた古い電気製品は、経年劣化による火災が発生するおそれがあり

危険です。異常な音や振動、においなどの変化に注意し、いつもと違うと感じたら、使用を中止して、事

業者や販売店に相談してください。 

 

 

詳細については、以下の情報を参考にしてください。 

〇nite 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 注意喚起リーフレット 

http://www.nite.go.jp/date/000053251.pdf 

 

〇消費者庁 公表資料 

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/151118kouhyou_1.pdf 

 

 

 

 

■平成 28 年度消費者啓発の標語入選作品■ 

        「しっかりと『聞こう』『話そう』『考えよう』 

                        消費者問題 みんなの問題」 

                           山口県立響高等学校 堀 海斗 さん 

※その他の「H28 消費者啓発の標語入選作品 」は、県消費生活センターHP でご覧ください。 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/0/7/5/0758d7ae47c106c7a7bd844b41be8334.pdf 

 

 

 

 

 

会員の皆様へ○============================================== 

※ 消費生活トラブル情報に関する照会等は、必ず電話でお願いします。  

  相談専用電話：０８３－９２４－０９９９  

事務局：山口県 県民生活課 消費生活センター内 

TEL：０８３－９２４－２４２１  FAX：０８３－９２３－３４０７ 

メールアドレス：manaberu@pref.yamaguchi.lg.jp 

ＨＰ：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12100/syo-center/yka-net.html 
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